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教 育 プ ラ ザ 富 樫 は ､ こ ど も の 健 全 育 成 活 動 を 支 援 す る た め の 拠 点 施 設 で す 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

教育プラザ富樫の館内にある ■研修室などの部屋を、 ■こどもの健全な育成を図るための活動の場として 

 ■団体登録をしたグループ単位でご使用いただくことができます。（営利的・政治的・宗教的活動は除きます。） 

 

1 研修室などの部屋とは 2 こどもの健全な育成を図る活動とは

館 階 部 屋 (飲食の可否) 定員 用 途 時間 

 1 号館 1F スタジオ A (×) 20 体操等の実技 

9：00 
～ 

21：00 

スタジオ B  (×) 20 音楽等の実技 

2F 121・122 研修室 (〇) 150  
研修、会議、 

講演、交流会 

（本格的な運動や

大きな音・振動を

伴う活動はできま

せん。） 

 

221 は、机付き椅

子のみ 

（R3.4 変更予定） 

123 研修室 (×) 80 
3F 131 研修室 (〇) 60 

 2 号館 1F 211 研修室 (×) 30 
212 研修室 (○) 40 
213 研修室 (〇)  16 
ボランティア活動室 (〇) 8 

2F 221 研修室 (〇) 20 
 3 号館 2F 321 研修室 (○)  60 9：00 

～ 

17：00 親子 

ふれあい館 
1F 調理実習室 (〇) 16 調理実習 

① こどもとこども、又はこどもと大人との交流を通じて、ひとりひ

とりの発達の段階に応じた社会性や自律心を高め、豊かな人

格の形成につながる主としてこどもを対象とした活動 
② ①の活動のための支援者・保護者・指導者などの研修活動 
③ その他、教育委員会が使用をふさわしいと認めた活動 
 

3 団体登録をしたグループとは 
・ 使用するには、まず団体登録が必要です。 
・ 登録は、1 年間有効です。期限以降も使用する場合は、更新

のお手続きをお願いします。 
・ 登録できるのは、3家族以上からなる5名以上で、過半数が金

沢市民からなるグループとします。
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飲食やお むつ

替えは決められ

たスペースでお

願いします。 

全 館 禁 煙 
こどもが安心して 

来られる施設です。 

開館時間 

9：00～21：00 
業務によってお取り扱い 

時間は異なります。 

使用料 無料 
体育館の18時以降のみ 
一般利用につき有料 

休館日 

12/29～1/3 

毎日 9：00～17：00 

2F こあら 0～2歳児用 
 

1F  ぞう  未就学児用 

６号  館

駐車スペースに限りがございますので、 

公共交通機関のご利用や乗合いでのご来館に

ご協力願います。 

駐車場については予約や台数の確保はしておりません。 

参加人数が多い講演会等につきましては、参加者への案内に

公共交通の利用を促していただくとともに、場合によっては

主催団体から駐車場整理係の配置をお願いすることもござ

いますので、ご了承願います。 

＊記載の人数まで使用可能 

（感染状況によって変更有） 

0031511
矩形

0031511
吹き出し
抽選会場

0031511
吹き出し
駐車場はこちらを利用してください




